
 

仕様書 

 

１ 件名 

  ミラノ・コルティナ2026冬季大会パブリックビューイング実施業務委託 

２ 業務目的及び実施概要 

 (1) 業務目的 

   当市のスポーツにおける機運醸成イベントとして、ミラノ・コルティナ2026冬季大会

の開催に際した吉田雪乃選手（当市出身のスピードスケート選手）のパブリックビュー

ングを円滑に実施する業務を行うもの。 

 (2) 実施概要 

  ア 名  称 ミラノ・コルティナ2026冬季大会パブリックビューイング実施業務 

  イ 開催日時 令和８年２月10日（火）午前１時25分 ＮＨＫ総合テレビ放送開始 

         令和８年２月15日（日）午後11時55分 ＮＨＫ総合テレビ放送開始 

  ウ 会  場 都南文化会館 大ホール（盛岡市永井24地割10番地１） 

  エ 対  象 当日来場者 定員1,056名（固定席1,042席、車椅子席４席、親子席10席） 

  オ 入 場 料 無 料 

３ 業務委託期間 

  契約締結の日から令和８年２月28日まで 

４ 業務内容 

  盛岡市（以下「発注者」という。）は、ミラノ・コルティナ2026冬季大会パブリックビュ

ーイング実施における下記業務を委託し、受注者はこれを受託する。 

 (1) 放映・音響関連業務  

  ア 映写機（プロジェクター）等の放送及び音響機材の手配  

  イ 上記機材の設営、調整、当日運用、撤去一式  

    放映に必要な資機材等の物品を発注し、会場管理者と調整の上、会場に納品する。  

    映写機（プロジェクター）は10,000ルーメンの映写機を利用し、スクリーンやチュ

ーナー及び放送用アンテナを含む、会場から借用できる資機材は、原則会場から借用

する。当日は、音響・視聴環境の整備及び設営後、適正に業務遂行したことを発注者

へ報告し、試運転による点検を経て、運用することとする。  

 (2) 会場設営・運営関連業務 

   来場者動線を含む会場レイアウトは、発注者と協議の上、決定する。開催日に必要な

資機材等の備品は、原則会場が所有する備品を借用し、不足分については発注者及び会

場管理者と協議・調整の上、必要分を発注し、会場に納品する。当日は、会場レイアウ

トに基づき会場を設営し、設営完了後及び撤去後に発注者による点検を受け、必要に応

じて速やかに会場レイアウト等を修正するものとする。なお、物品の手配・納品及び会

場設営・撤去の計画は、令和８年２月５日（木）までに発注者へ報告する。 

 (3) 応援グッズ制作・配布 

  ア 応援用スティックバルーンの商品選定、製作若しくは発注、来場者配布 

    来場者の機運醸成を目的とした応援用スティックバルーン（１色刷り）について、

商品を選定し、 500名分発注する。応援用スティックバルーンは、会場へ納品し、開



 

催日に来場者へ配布する。 

 (4) 当日進行・演出 

  ア 当日の司会進行役（MC）のキャスティング及びスケジュール調整 

  イ 進行台本の作成支援（必要に応じて） 

    司会進行役は、発注者と受注者が協議・検討の上、決定する。受注者は、司会進行

役への依頼及び開催日までのスケジュールを調整・管理し、必要に応じて送迎等を手

配する。 

 (5) 会場警備 

   会場管理者と協議の上、会場内における関係者以外立ち入り禁止区域への規制に必要

なコーンバー等の物品の手配・設営・撤去及び会場警備員を１人（21時30分～撤去終了

まで）配置する。 

５ 業務委託料の支払 

  令和８年２月15日(日)の業務履行完了後、当該業務の完了について発注者へ報告し、発

注者が業務完了の確認を行ったのちに、受注者へ支払うものとする。 

６ 業務遂行上の留意点 

 (1) 法令遵守及び利用規約 

   受注者は、道路交通法をはじめとする、業務遂行に係り配慮すべき関係法規及び会場

利用規約を遵守の上、当該業務を遂行すること。 

 (2) 業務履行の報告 

   受注者は、発注者からの求めがあった場合、書面による業務履行状況の報告を行い、

確認を受けること。 

 (3) 届出及び報告 

   受注者は、以下の事由が発生したときは、速やかに届出又は報告を行い、発注者の指

示に従うこと。 

  ア 業務履行体制の変更をするとき。 

  イ 業務履行に際して事故が発生したとき。 

 (4) 打合せの実施 

   受注者は、発注者と密に情報を共有するとともに、進捗に応じて、発注者に確認の上、

迅速に対応並びに提案をすること。また、業務の進捗状況及び課題等についても、発注

者に報告し、業務履行に当たっての調整又は確認を行うため、随時打合せを実施するこ

と。 

７ その他 

  この仕様書について、疑義が生じたとき又は本仕様書に定めのないことについては、そ

の都度協議の上で決定することとする。 


